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近世城下町の財政システムと町人

松崎範子

はじめに

近世期には土地にかかる年貢負担があるのに対して、大半の城下Ⅱ『では土地に対する負担＝地子が

免除されている。領主への負担のない城下町は、どのように町行政の費用を捻出しながら運営されて

いたのか、本稿では熊本藩の熊本城下町を素材に':、城下町の財政システムについて究明する。

ところで、本稿で検討する城下町の財政とは、町人の自主的管理下にある諸入用に限定することを

最初に断っておく。城下町では近世中期以降、社会変化に対応して救済制度の整備が町行政の重要課

題となりそのための費用が準備されているが、これは藩の政策によるものである。諸藩の城下町には

建設段階から領主と対応するために有力町人を中心とする惣町（町全体の運営組織）が形成されてお

り、その入用をはじめ町人が共同生活をするうえで必要とする諸費用を家持町人が負担することで運

営されていた。しかし'7世紀後期に行政管理機構が成立すると城下町の入用形態に変化がみられる。

地子免除である熊本城下町では「惣町一懸（中間行政区域）‐丁（個別の町)」という行政区域を整備

し、これに対応する「惣月行司一別当一丁頭」を組織して、町役人が'11J人から諸費用を徴収して藩と

対応しながら城下町を運営するようになる野。本稿では、こうした城下町の財政システムについて究

明するために、記述においては次の３点を具体的な目的として設定する。

第１には、’１１J人から徴収された諸費用によって城下町の財政がどのように形成されているのか、そ

の全体構造を明らかにすることである。

第２には、町行政が制度的に進展するとともに、諸入用を安定的に徴収できるしくみが構築される

経過について検討することである。熊本城下町においては藩庁奉行所に中央行政機構が確立する宝暦

改革期と、町側が熊本惣町会所を開設する文化期が町行政の転換期である。この時期に城下１１１Jを都市

として機能させるために諸入用の確保が重要となっている。各段階においてどのように徴収システム

が整備されるのか、その経過を追うことにする。

以上の検討結果をふまえて第３には、城下町の行政・運営にかかる諸費用が増加すると、諸入用の

徴収単位である個別の町ではどのように対応するのか、その変化について考察したい。

1．城下町における財政システムの全体構造

本節では、城下町の内部編成と対応する財政システムについて、その全体構造を提示する。

熊本城下町の行政管理機構は、その内部編成「惣町（町全体の運営組織）‐懸（中間行政区域）‐丁

(個別の町)」と対応して、「惣月行司一別当一丁頭」が組織されている。このような行政管理機構が

成立するのは17世紀後期のことで、この時期に農村における「村」のように「丁」を町行政の基礎単
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位とし:い、藩と対応するための行政lli位として「懸」の盤lMiを進めた結果･'１、町人に|１０する実務業務

は、町役人である別刈一丁頭が藩と対応しながら処理するように変化する。すると城下町全体の運営

は懸の代衣である別当の連合組織によって行なわれ、別当が城下町の代表である惣月行司を交替で受

け持つようになる。すると熊本城下町の財政は、「惣町入)|]」という111J全体を運営するための会計と、

町人の生活11i位である個別の町の「「入jlj」に、「懸入)Ⅱ」という各懸が業務をするための諸費用が

加わって、IIi1Fi的な財政システムが形成されている。

町人がこれらの荊人ＩＩｌをどのように負担していたのかは、実際に徴収を受け持っていた丁頭の記録

である（仮題）「西暦人町丁頭記録」５１で知ることができる。これによるとＡ「徴銭」が毎月徴収さ

れており、Ｂ￣両座銀」・Ｃｒ踊銀」．Ｄ「御１１１馬銀」は１２１１にまとめてと、Ａ～Ｄという定式入用が

あることが判明する。

Ａ～Ｄの諸費用がどのような'三1的で徴収されていたのかというと、Ａ「賃銭」とは、町役人が懸ご

とに町の業務をするために必要とした人件llli・諸経費である。熊本城下町の別当・丁頭には給銀の設

定はないが、別当のもとで業務にあたる物諜・)Ⅱ:煎という補助職員には賃金が支払われており、また

熊本城下'１１｢の町火消は懸ごとに編成されているため、町火消をつとめる;iiii役にも「貸銭」からその手

当てが支払われていた61゜これに物11$・肝煎が懸会所で業務をするうえで使用する筆・紙・蝋燭代な

ども「貰銭」に含まれている。さらに所属する懸の別当が熊本城下町の惣月行司となった際に必要と

なる経M1も、「貫銭」から支出されている7℃つまり「貨銭」とは「懸入用」といえるものである。

しかしＢ～Ｄは「懸人用」ではない。城下町全体で活動するための「惣町入用」である。その内容を

簡単に説明する。

Ｂ「両lM4銀」とは、城下町の祭礼ｌＷ１１である。熊本城下町では加藤氏によって城下町が建設されて

いた慶焚１１年（1606）ごろに戦剛Ⅲに'１J断していた祭礼が1V興されており、熊本の氏ﾈ''1である祇園社

と熊本城''110W藤崎宮内の六所宮には、本座・新座の両座が能を奉納するようになる。両座の能役者や

藤子手は城下町の町人で8)、役者の給銀などを確保しながら両座の迎懲をしていたのが「年行司」で

ある。年行司をつとめたのは２４`iの別当で、イリ;年交代した。

Ｃ「踊銀」とは、熊本城下町の建設段階から行われている盆後踊（殿様祭りとも言う）,’を催すに

あたって、必要とした費用のことである。貞享元年（1684）から記録が始まる「惣月行事記録抜瞥」

の冒頭に、「iiit後踊之儀、十六掛之内拾五懸例年之通七Illl･一}二111.二1三1二仕出、御奉行衆え庭入いた

し候由記有之候」'１Jとあるように、領主011と城下町とのUU係をつなぐ重要な行事であった。享保７年

(1722）段階の盆後踊の規模は、熊本城下町16懸のうち15懸がIMjりを出し、－踊りについては「抑へ

一人．太鼓二人・笛弐管・鼓弍挺・三味線弍挺・別当・］・頭・踊子・瀞固共二三四拾人位」'１：と約３０

～40人ほどの集団を編成して、嚇子手と踊り子には懸I)ごとに別当・丁頭がつき添い、これに稗固を

する者も加わって、’11J全体では500～600人とその規模は盛大なものであった。

Ｄ「御)'１馬銀」について･城下町は街道の拠点であるので領主から駄賃馬の確保を請け負ってお

り'z'、熊本城下町では:判呆20年（1735）に御１１]馬の数50疋が確定している':肌。その御用馬を維持をす

る費用を含め、宿駅の機能を果たす人馬会所の巡営費用が「御)Ⅱ馬銀」である。

つまり、熊本城下町財政の全体Ｉｉｌｉ造は次のような構成となっている。

「惣町入用」……Ｂ「両座銀」．Ｃ「Ii1lj銀」．Ｄ「御111馬銀」があり、このほかに以下の記述

で取り上げる熊本惣'11｢会所の「町会所入目銭」が、文化期になって迫力Ⅱされている。これ
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らはすべて、毎年12月にまとめて翌年分が徴収されている。

「懸入)1)」……Ａ「批銭」のことで、これは姉)]徴収されている。

「丁入11]」……各丁にも独自の会計がある。

徴収においては熊本城下'111.の12地合'|ﾘﾐである「軒帳」!''にある間'-1を賦課i1iL1iViとして、］一頭が町人

から染めた。（仮題）「iILi唐人１１１J]一頭記録」によると、111J古lllJ懸の「貨銭」は安政２年（1855）には

１ケ月分が銭（匁銭）606匁で、懸全体では年間では銭７賃272匁であった。illii1r町懸の惣間高が約

171411Mであるので'5)、１１１１．人はlllll］llillあたり年額約銭４～５匁の「貫銭」を負担している概算となる。

またＢ「両座銀｣.Ｃ「踊銀｣.Ｄ「御川馬銀」についても、｜iilじく（仮題）「西唐人町丁頭記録」によ

ると丁頭では斯水７年分のＢ～Ｄをまとめて、１２月に銭254匁６分を徴収している。西暦人町の惣間

口が98.8間16'であることから、年額約銭２～３匁の負担である。つまり熊本城下町の町人は間口を

賦課基準として、’１１１１あたり年額約銭６～８匁の負担をしていたということになる。

ここまで熊本城下町の財政は「惣月入用一懸入用一J・入用」で構成されていることをlﾘjらかにして

きたが、これよりどのような経過を踏んでこうした財政システムが完成するのかを検証する。

2．広域的な財政システムの確立経過

第１節で明らかにした城下町の財政システムは、次の３段階を踏んで確立する。まず行政管理機構

が成立するl71U:紀後期を起点とすると、宝暦期の藩政改革によって町側が連衡ﾉjの強化を求められた

時期に諸入I1lの徴収システムが見直されており、藩財政が窮乏する191U:紀には城下町の機能を高める

ために、町ｌｉｌＩが熊本惣町会所を開設したことで完成する。これより各段階においてどのように見直さ

れているのかを検証する。

２１行政管理機構の成立による城下町財政の変化

熊本城下町では建設段階から、町全体が参力Ⅱする祭礼や領主との行馴である盆後踊が行なわれてい

た。その費用は有力町人が町人から徴収していたものとみられ、これに町人が共同生活をするうえで

諸人１１]があった。しかし'7111:紀後期になって行政管理機構が成立したことで、町人の負担体系は変化

する。懸をIFlMj行政区域として、懸ごとに町役人が藩と対応する行政システムが成立すると、ここで

町役人が業務をするためのIlWIIが必要となっている。これに関しては次の正徳５年（1715）の史料'7’

で知ることができる。次に提示する史料は、熊本城下町の３名の町人が藩に御11}銀を差し出した功績

で扶持を受け、その諸役免除に関して熊本町奉行と確認をした「諸事机極候覚111:」であるが、このな

かに次のような記載がある。

一、別当下付役人絵銀之１‘

但、先年付札之jmlL1分之Ⅱ１４#をもイ｢役人江勤せ候ハ、、給銀Ｉ|{し可111者と存候

一、諸)'1石役二勅せ不'１１候ハ、、１１'せ['''31敷候

第１条にある「別当下付役人」とは、別当の補助職L1である物普・Ｉ}｢))i(のことである。その給銀に

関して、扶持方町人の場合は勝との対応において別当手付役人の手を介さずともlIh接できるので、そ

の場合は負机しなくてよい。ただし一般町人と|可じように、その手続きを別当手付役人に依頼する場

合は負担するようにとある・つまりｌＩ１ｌ１Ｉ１行政機構となった別｣１のもとで懸ごとに町の業務が始まると、

町人はそれまで負担していなかった町行政のYY用を負担して、「懸入１１１」が成立していることが判明

する。



松崎範ｆ184

以上のように、城下町では初期段階から「惣町入用」といえる諸費１１]が徴収されてお}〕、そして町

人が共liTj生活をするために必要となる「「入用」があった。これにl71U:紀後期に行政管理機構が成立

して「懸入)'1」が力Ⅱわったことで、砿1iii的な諸入用が源然と城下町の財政を形成するようになってい

る。

2．２町財政における徴収システムの整備

18111:紀になると諦滞は厳しいⅡｲ政状況におちいる。熊本藩では宝暦２H'二（1752）７月に大奉行職を

新設して宝暦改革が始まると、Ｉｉ１６年７１１１１１には藩の機構はこれまでの家老)]番制を改めてすべて

奉行所機密間で扱うようにして、奉行iﾘ｢を中央政庁として家老・中老・大奉行．奉行による合議体制

を固めて諸奉行には分職体制を採用する蝿'。するとそれまで熊本城下町の支配にあたっていた熊本町

奉行は廃止されて、滞庁奉行所の町方部局の根取が直接、城下町を担当するようになるが'９１、このよ

うに滞側の役人組織が|Ni素化されたことで、城下町の町役人は巡徴力の強化を求められている２０'。し

かしそのためには、町役人が業務をするうえで論入用の徴収に問題を抱えていたことが、次の史料で

明らかとなる２１６

－、近年軒掛り1Ⅱ銭相1W、貧窮之肴及迷惑候様子二候、此儀{Ｉ１々之稜物入二付一軒二付一ケ年二

何銭々々Ｈ１銭仕せ候との射、委卿〔書付可差出候、万一i射}}候ﾘﾄﾞﾉﾘ1何赦存、内證二て栫候晋付

等差ｌｌＩ、後'-1二相知候ハ、、別当共其外申談二加I)候者共迄越度二可[１１付候条、此旨を存、

明白二書出可111候、將是迄不埒之筋二て出銭111付候筋たl〕共、廉直二iLI:Ｉｌｌ候ハ、其科可差免

候、是巳後万則酬無之、１{１銭等も減シ貧窮成者少二ても救ニキ||成候様、別当丁頭共可附心候

イ7宝暦二年七)]式

この史料の内容は、「ﾎﾟ|:掛I〕１１１銭」の墹加が貧窮の町人にとってはｉｎい負担となっていることを指

摘して、確実に諸人lllの徴収することを求めるものである。その対策として藤では、「何々之稜物入」

とどういう［|的で、「一Ilil＝付一・ヶ年二何程々々出銭仕せ」と一年間にどれほどの割賦をしたのかと、

徴収目的とその金額を隠し立てせずに報告ことを別当に求める。もし偽りが判明した場合は、別当だ

けでなくそれに力11担した者も「越度」とすると告げて、「軒掛り}}１銭」を減らすことを指導している。

町人の負担がjWえていたことで、丁頭は確実に徴収することができなくなっていたのである。

別当の報〈!『で「軒掛り111銭」の中身がIﾘ]らかになると、藩は次のような指示をする型。

一、今度御町中諸入目銭Ｈｌ改I〕減方被仰付、毎月定出方分;lill賦札1極})、月々不時l}}方之儀ハ其

時々1INI賦仕、急成御11】等無文様二頃日被仰付候通二侯、右之迦相究候上ハ|可後諸貫銭無滞、

其時々之出力も不文様二相,Ｍ卜IIJ巾候

イJ宝暦ニイMJj式

この内容は、瀞が７１１に「軒掛り出銭｣、つまI〕「町''1諸人1=|銭」を減らすように指示したことで、

｢毎月定出方分」＝定式人１１１を決めることができたので、今後は「不時１１１万」＝不時入用が必要と

なった場合はその度に１１}Ｉ|戯するようにという通達である。こうして「iU1)]定{{1カ分」＝「貨銭」が確

定すると｡'、それでは不足する分を不時入用として徴収できるようになった。宝勝段階の定式入用と

不時入用の内容について、さらに詳しくみることにする。

2．２．１定式入用の確定

熊本城下町にはＡ「Ｆ１〔銭｣.Ｂ「両座銀｣.Ｃ「踊銀｣。Ｄ「御111馬銀」という定式入用があったこと

はすでに述べた。宝勝段ljMrにはこれらの定式入ｌｉｌが、どこまで確定しているのであろうか。
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Ａ、「貸銭」

「貫銭」とは、懸ごとに町役人の業務に必要となる人件費・諸経費のことである。しかし宝暦段階

はまだ「懸入用」と「惣町入用」が未整備である。そのため「惣町入用」は「懸入用」である「貫

銭」と一緒に徴収されている。

一、新壱丁目御高札場井勢屯・同所御門之上広キ掃除夫弐百弐拾五匁

一、新三丁目塩屋町勢屯・高麗門勢屯右之両所掃除夫弐百弐拾五匁

合四百五拾日

右之通一ヶ年分被仰付候、月々御町中割賦

新一丁目懸には高札場があ}〕、その周辺は「勢屯」といわれる広場であったが、ここは城の入り口

でもあったため場内に通じる御門があった。また新三J1]懸には塩屋町と高麗門にも勢屯があった。

史料にはこれらの場所は公共の場所であるので、町全体で掃除をするための夫賃を年間450回に定め

て「月々御町割賦」としたとある２１)。このほかにも「惣月行司入目」や「高麗門明間番人雇賃銭」と

いう町全体で必要とする諸費用も「貫銭」と一緒に徴収されるようになる。

Ｂ、両座銀

「貫銭」が確定した翌年には、「両座銀」と「踊銀」が見直されている。「両座銀」の徴収がどのよ

うに変化したのかは、次の宝暦３年１０月の史料で明らかとなる野。

両座役者共勝手差支、六月御祭礼之節、受取申筈之給銀之内、前年之冬年行司勤前之者より請取

来候二付、不勝手之年行司ハ振替等差支及難儀申候様子二相聞候二付、右之給銀取候儀可被差留

候得共、是迄請取来候者共可致難儀候間、其通二て可被差置候、依之翌年六月割賦之御祭礼銀、

向後ハ前年之藤二割賦被仰付候間、年行司年番之ものハ右割賦銀二応し、役者共へ渡し方取斗可

申侯、此旨御町之者共へ不洩二可申聞候事

ここには両座の役者が「不勝手」であるため、これまで毎年６月に行われる祭礼の給銀は「年行

司」が「前年之冬」に立て替えて支払うようにしていたが、現在では年行司のほうが不勝手となり、

立て替えることができなくなっている。今後も以前通りに支払うためには、両座の役者の給銀となる

｢御祭礼銀」＝「両座銀」を前年の暮には徴収しておくことが必要であると、瀞が徴収時期について

指導する様子が記されている。その結果、「両座銀」は前年12月と徴収時期が決まっている。

Ｃ、踊銀

宝暦期には藩財政の困窮にともない城下町も不景気となっていたことで、「両座銀」だけでなく盆

後踊の規模を縮小して、「踊銀」は次のように見直されている鰯。

覚

一、御町中盆後踊り之儀、当年ハ三踊二被仰付候、尤両坪井組合・京町・新町中組合・古町中組

合都合三蹄十八日・十九日之内一日、古町中ハ祇園社、其外ハ藤崎二て踊り可申候、左候て

別当宅中二て踊ハ勝手次第二可仕候、尤造用銀壱賞八百目、一踊二六百回宛、職人町を除ケ

御町中可有割賦候、此外踊り二付て下方割賦無用可仕候、右之分を以随分軽ク仕出候様可取

計旨二候、鳴物又ハ子供駕二乗せ候儀ハ有物を以之儀、勝手次第、銅灘・太鼓ハ打申間敷候、

勿論踊二付罷出候者ども喧嘩口論等不仕様堅可被申付候、右之趣沙汰可仕旨候事

以上

六月Ⅱ三日盆Ilii之儀ニ付当節より右之外二御達之控無之
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上記史料には、享保期にはl51WiI〕であったiWh後踊が、宝暦３年には一気に３踊りとその規模を縮小

したとある。そして３踊りにかかる「造用銀」を「壱貨八面目」と、ｌ踊りにかかるＩＨＩ用を600目と

定めて、「此外踊り二付て下方剤賦無111可仕」ようにと、表ｌ
表１踊銀の分担

のように懸ごとに負担する「踊銀」の諸ｌＷ１１を確定している。

さらに宝肝６年７月には、表１の職人IHI・懸のようにその分担に

応じることのできない懸には割賦を免除して、鳴物や子供照な

ど踊りに必要な物を新調せず、現在ある物を使)Ｕさせることで

町人の負担を少なくするとともに、さらにlOI(}Iにつき５匁311〔

という負担の基準を設けて動、各懸の分担金額を確定させてい

るご

D、御用馬銀

宝暦２年から３年にかけては「f[銭」「両座銀」を、liil3イド

から６年にかけては「踊銀」の兄''11:しをすると、次は宝勝６年

に「御１１]馬銀」の改定をしている。その内容は、次の史料に

よって明らかとなる劃'・

当御町御用馬1〔拾正、夫々持主相定、馬子共え預候て御Ｎｌ

筋相勤｢''事候処、頂Ｉ)候鳥子共、馬々ｲ|:イ方不宜、処継候

ても熈程病馬Ｊ１:Ⅱ成、間もなく欠Mj有之、馬持共出方もHl1w、了熊本藤町政史料一Ｊ156頁よ}〕作成。

第一御１１}差支111ﾘﾄﾞﾆ侯、畢克御111馬致惣根締候者無之、馬

持共ハlll方さへいたし馬子共えﾉH1渡候得は能事と相心得、飼万と様子も委敷不心を附押移候|iii々

のｲﾌﾞ之、１１ハ銘々出方二成候隣無考不埒之至螂候、依之右御１１]馬五拾疋、向後馬差会所定請二被仰

付候間、懸り々々受持候馬数ハ只今迄之通二て、馬壱疋二付一ケ年二銭百五拾目宛馬差会所え相

納nJIil侯、右之分二て病馬・欠馬、建継・建替馬具丼馬丁･共給銀等迄も一式相済111候、尤当年分

ハ給銀等も相渡候事二付、米ｲ'三より右之j､被仰付候条、右銭岡懸}〕々々別当共より'二月十日限

二致llI万、前年々々二馬差会所え相納i1III1候、若自今Ｕ後右之[1限不相納町々も有之候ハハ、其

分ハー疋二付五拾目宛之増万を以取立候様二被仰付候、イi之通、御111J馬持中え可被111触旨候、以

上

七)'四日御町方根ｌＨ１ＩＩ

惣月行司新坪井町釘沢ｌｌｊ三郎殿

上記史料から1'1ﾘ1ﾘ]することは、Ｉif暦６年に御１１１馬の分担が衣２のように決まっていることである。

それまでも御)ＭＩ１ｉの定数50疋は決まっていたものの、それぞれの馬には持ち主がおＩ)、馬の所有者が

その経M1を負担して馬子が馬をfHかることで御用馬は確保されていた。しかしその取り扱い方がよく

ないために必要とする時に調達できないことから、御用Mjを城下町全体で請け負い、馬の管理は馬差

にまかせて、馬差方を脇差会所（その後は人馬会所と称す）とすることで、御用馬の維持・管理がで

きるようにした。そのため宝暦６年には、馬ｌ疋につき年額銭150[1と経費を決めて各懸の分担金を

確定させた。こうして、毎年l21llOl]を期限として、「御)Ⅱ馬銀」がｌＭｊ差会所に集まるしくみとなる。

2．２．２不時入用の成立

宝暦２年から６年にかけて、Ａ「批銭｣.Ｂ「両座銀｣．Ｃ「IIiii銀｣．Ｄ「御用馬銀」という定式入用

懸 踊銀

新1丁目

|i１２丁目

'７１３丁目

鮒111111]．

細]:町
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が確定したことで、定式入用では不足する分を不時入１１１として徴収で

きるようになっている。では不時入Ｈ１として徴収されたのはどういう

費用であるのか、これについては次の史料で知ることができ

る割)。

亥ノ年中不時割賦

一、日、御代官、沢屋宅I上宿、掃除夫賃

一、市駄橋繕入目

一、古町人馬会所繕入目

一、明間繕入目

一、御高札場繕入目

一、六所宮井垣繕入目

一、薩摩様御遺骸御通、沢屋宅夫賃

一、野方御出節、遠見夫亦は筒口御屋敷より御船持夫

一、物書、肝煎墹結

石之外、掛り内提灯張替・脈燭代・鳶之者火事羽折等之仕継、町

表２御用馬の分担

北にツト、征『リ|'､I瀝汎｣瀝管．脚|(駒↑い,馬に石火争捌ﾌﾞﾉ｢寺廷TI:椎、１１１」『熊本瀞町政史料二」386頁よ

番所繕、影踏之節影板持夫、人別銭入之かます持夫等之出方、Ｉ〕作成。

夫々小前之事

ここで提示した「亥ノ年中不時割賦」とは、宝暦５年分の不時入用である。これを見ると熊本城下

町の町人は定式入用に加えて様々な費用を負担していることがIﾘ]らかとなる。

「亥ノ年中不時割賦」の諸項目が定式入用とどのように関連するのか、Ａ「貨銭」.Ｂ「両座銀」.Ｃ

｢踊銀」.Ｄ「御用馬銀」と対応させると、次のように整理することができる。

Ａ、「賃銭」に関連するものとして、「市駄橘繕入|」明間繕入目・御高札場繕入目・物書肝煎増

給・掛り内提灯張替・蝋燭代・鳶之者火事羽折等之仕継・町番所繕・影踏之節影板持夫・人別銭

入之かます持夫等之出方」などという、懸の職員への増給や出役にかかる費用、火消しのための

道具類や、橋・明間・高札場・町番所の修繕や提灯の張替え・蝋燭代などという城下町の施設管

理に要する費用。

Ｂ、「両座銀」に関連するものとして、「六所宮井垣繕入目」という両座が能を奉納する藤崎宮内六

所宮の修繕費。

Ｃ、「踊銀」ではないが、城下町が領主一族と対応するための費用として、野方御出の節の「遠見

夫」または「筒[=|御屋敷より御船持夫」という人件費。

Ｄ、「御用馬銀」に関連して、「古町人馬会所織入目」という人馬会所の修繕費。

以上がＡ～Ｄの定式人用では不足する不時入用である。しかし上記史料にはＡ～Ｄに当てはまらない

ものがある。それは「|]田御代官、沢屋宅止宿」の際の「掃除夫賃｣、そして「薩摩様御遺骸御通」

の際の「沢屋宅夫賃」など、藩が幕府の役人や他藩の藩主との応対に必要となった臨時的な協力金で

ある。これらも不時入用として徴収されている。

以上のように、宝暦期には「貫銭」の確保を目的に瀞が諸入用の徴収について指導したことで、定

式入用が、確定して、不時入用が成立する。しかし、この段階の財政システムは、「亥ノ年中不時割

賦」に見るように「御高札場繕入目」･｢市駄橋繕入目」という惣町が必要とする会計や、「掛（懸）り

懸 町馬

新１丁|］

同２丁目

同３丁目

蔚山'111

細工町

職人町

西古町

中古町

束古'１１Ｊ

紺屋町

京ｌＴＬｌ

同２丁目

今京町

出京町

本坪ｊｌ:町

新坪）|:町

２疋９合

１，４

２ 、

２，９

１，９

４

７ 、

４，９

７

３

１

１

１

２

４

７

、
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、

、

、

、

、

鼻△･
’-１ if

疋０５
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内提灯張替｣･｢物書肝煎増給」などという懸の会計だけでなく、「夫々小前之事」とそれぞれの丁でも

不時入用を徴収している。それに「踊銀」は間口が賦課基準でとなっているのに対して、その他の入

用はまだ軒が賦課基準で、富裕町人と零細な町人とが1iりじ負担のままである。これに熊本城下町は諸

役免除であったにもかかわらず、藩から様々な協力金が求められている。つまり城下町を維持・運営

するには多岐にわたる費用が必要となり、そのため宝暦期には諸費用の徴収システムが雅備されたの

であるが、まだ見通しを立てた計画的な財政とはなっていない。

２．３惣町会所開設による徴収システムの見直し

その後も、諸入用の徴収システムの見直しは続いている。天lﾘ]期の飢峨による米価高騰で社会問題

への対応が町行政の璽要課題となると、熊本藩では天明７年（1787）末から同９年にかけて専任の熊

本町奉行を設けて、町政の見直しをする。諸入用の徴収に関してはまだ賦課基準に不公平な部分があ

るとして、この時期に各懸に総間高を報告させて卸)、「貨銭」の賦課基準を軒掛けから間掛けとする

ように指導する弧'。しかしその一方で、安永４年（1771）９月からは人馬会所の業務には、「宿継を

以町年寄当り二て従公辺之御触書、或ハ薩州・求磨継送り之品々、或ハ日田・天草御用銀運送り二付

て之先触等」型:と、宿継で送られてくる諸品を受け取ることも加わり、人馬会所は城下町の都市機能

として交通・輸送において中心的な役劉を果たすようになっており、そのため寛政８年（1796）から

は町全体の運営組織の中に人馬会所を組み入れて型!、「駅場請込別当」3'１という担当者を設けているｃ

これは人馬会所の運営にかかる経費が増えることであり、町人の負担は増していた。

そのうえ文化期には藩財政の窮乏によって、町行政をするための実務は町役人の業務に大きく依拠

するようになっていた郷'｡そのため熊本城下町では、文化４年（1807）に町人の負担で熊本惣町会所

を新規に開設して、惣町の機能を広域的に展開してこれに対応するようになる坊'。すると熊本惣町会

所は、次のように使用されている３，．

－，町会所壱ケ所新三丁目

但、巳前者熊本町二会所無之、御用之節々者懸}〕々々別当宅、又者町物書宅二打寄吟味筋等之

儀取計来候処、文化四年惣懸りより本行之家屋llll〔買上町会所取建候後、御用向左之稜々惣而於

町会所取計候事

一、薩州様・相良様御通行・公義御役人衆新町止宿等之節々、町力根取已下町役人迄出役

一、両社御祭礼之節、年行司・惣)]行司相勤候面々、居宅間狭二有之候ヘハ、諸事町会所二罷出

相整候

一、月々旅人改之節、旅人方より罷出旅人Ⅱ乎出相改メ候

一、例年影踏之節踏残り候者共、三月二至り1坪Ｈ１藩踏仕せ候

一、惣懸})町別当共申談之筋有之候節打寄申候

一、於町方吟味筋有之節、呼出及Ⅱ今味候

一、市中之者御刑法被仰付候得者、町会所二呼出教諭仕候

右之外臨時之儀茂有之節ハ惣而町会所二而取計仕候事

上記史料は、文化９年６月に大奉行島田嘉津次の指示で町方部局が作成した熊本城下町の支配大綱

から、特に熊本惣町会所に関する部分である。これによると町人が惣町会所を使用するのは、両社御

祭礼の打ち合わせ、（第３条）「惣懸り」つまり惣町を組織する別当の寄合（第６条)、毎年の影踏に

諸用で踏むことができなかった者を対象とする３月の再影踏（第５条)、町人の吟味や違背者の教諭
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(第７条)、その他とある。文化lUjまで熊本城下町には11U・全体で便川する施設がなかったため、惣町の

寄合は各懸の別当宅や物書宅で行なっていた（第１条)。しかし町役人の業務が堀えたことで、それ

まで以上に協議をする場が必要となって熊本惣町会所が開設されたのである。

ところが_上記史料には、城下町のなかに勝の役人が詰める場所がなかったことで、町方根取以下の

役人が諸大名や公儀の役人が城下'１１Jに｣'二宿した際や（第８条)、他国からの旅人改めの際にも（第４

条)、ＩＨＩ方の担当役人が惣町会所にｌｌ１ｌｎＩいて仕事をしていることが記されている。したがって惣町会

所の維持・管EI1にかかる費用だけでなく、ｉＷの役人と対応するためのＭＩＩ用も必要となって、惣111J会所

の開設でさらに'１１１人の負担は増えていることが明らかとなる。そのため藩では文化12年３月に、「熊

本町諾(1)銀、今度格別減方之しらへ帳iiii二仕立相達侯様、委細御達ｲ｢之候」露!という通達をlll)して、

宝暦期のようにWjび「熊本町諸'１１銀」の内容を記した帳lliiの提111を町役人に求めて、縮小できる部分

を見つけて町人の負担を減らすように指導する。

しかし実際には、町人の負担を減らすことにはつながっていない。宝暦期に「llil:掛りＨ}銭」の見直

した段階とは異なり町役人の業務内容が噸えていたことから、「熊本IHI諸出銀」には惣町会所で必要

とするYIl1i1が多く含まれていることが判1ﾘ]して、町行政の進展とともに惣町会所の経M1、つまり惣町

入用を安定的に確保するための対策が必要なことが認識される結采となっている。したがって文化１４

年正月に藩では、惣町会所で必要とする洲11用の徴収に|則して、「町会所例月入[1銭、月々ハ割賦ハ

見合、当年よ')極月二至一同二割賦、‐Ｉ．こ)j惣月行司相頼mIII1候'111、通達いたしIIB候様、新三丁目別

当中より平嶋葛八郎へ紙面記しｲｊｒ之候」風０１と、文化13ｲ1皇までは「町会所入目銭」＝惣町会所で必要と

する諸経費を「f〔銭」と一緒にｌＵｉ１１徴収していたが、翌14ｲ'２からは「町会所入目銭」は「質銭」とは

別に、翌年分を12月にまとめて徴収するようにと指示している。これまで町全体で必要とする諸費用

は「貸銭」と一緒に徴収していたが、ここで懸入用と惣町人)Uとはその目的が異なるものであると、

それぞれ分けて徴収されるようになる。

こうして文化14年に、「両座銀」・「踊銀」・「御用馬銀」に力Ⅱえて惣町会所における「町会所入目銭」

も毎ｉＩ１ｌ２１]に翌年分が徴収され、「惣町人)１１」が完成する。そして「貸銭」は「懸入用」として確定

する。

3．個別の町入用の確立による財政システムの完成

熊本惣町会所が開設されたことで、文化14年から「惣INJ人)|]」と「懸入用」は別々に徴収されるよ

うになった･これは町人の負担が1Wえたことで、丁頭はその徴収に苦労することでもあった。このよ

うな状況にあって111i古町懸西k1『人町では、独[二1に新たなYY11)の徴収が始まっている。これよ}〕西唐人

町をもとに、側別の町では諸入)１１の増力１１にどのように対応するのかを検討する。

３．１諸入用の増加と「丁入用」の変化

熊本惣町会所の「町会所人甘銭」の徴収が始まった文化14ｲ1二に、町側が寛永１０年（1633）の

｢条々」を持ち出して、町方根取に城下ｌ１Ｕの諸役について確認するという出来事が起きている''１)。こ

れは、細'11氏が肥後入国期に城下町には領:iえに対する役負ｊｌ１を求めないとしたことを収I)｣こげたので

ある。それほどに城下町では諸人１１１の負牡1が重いものとなっていた。

ところがこうした時期に、ｉＵ｢,｣｢町懸のIlIiMl:人町では狐|]に「''1J)1]銭」の徴収を始めている。１１１１唐人

町の「111J)1)銭」がどういうものであるのかは、「町用銭控'限」の日ljiiにある町役人の蒋約譜によって
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明らかとなるので、次に提示する。

一、町用銭之儀者日貨ヲ以相集メ、其内より年々町内不時割・諸入目等差引、相残分者盆後踊諸

入目、或者祇園社御祭礼之節、門挑灯張替仕継等二術置候、右用銭改方之儀者、毎年正月中

二丁頭・組頭・組親迄打寄可相改候

但、用銭之儀改相済候上、早速預ケ所江造、此帳面二請取慨iiJ申候、尤役宅中江者決而預

り不申候事

文化十四歳丑正)１１ⅡJ頭久左術門

組頭半兵衛

liij次兵衛

組親寿右術門

｜iii茂平次

同栄作

同仙右衛門

同太兵術

史料に見るように、「町用銭」の徴収を始めたのは町（丁）頭の久左衛門を中心とする丁内の組

頭・組親である。西唐人町の町役人一同は、「町用銭」を徴収する目的は不時に割賦される諸入目銭

に充当することであ}〕、またHk後踊に用いる「踊銀」や祇|Nil社祭礼で必要となる「両座銀」の追加費

用として「備置」ことにあるとする。そのため集まった「町用銭」は丁内の町役人の監視のもと厳重

に管理して保管すると、住民の理解が得られるように説明している。つまり「町用銭」は、「町会所

入目銭」の徴収に苦労することが予測されることから、これに対応するための丁の対策である。町役

人のねらいは、丁が財源を持つことで安定した町運営をすることにあったことは明らかである。した

がって、これより「'１１J用銭」を「丁用銭」と記述する。

どのような方法で「J・用銭」が徴収されているのかは、次の史料で明らかとなる。

町用銭根元Ｈ賃銭之事

文化十四年]I:j[月より貰始メ、天保-'四ｲ１ﾐﾘ１１三月迄都合廿七ヶ年之貰立二候事

一、壱竃二一ヶ月一'一四文

三十文

六１－文

面１１．文

百五十文

右近段二て割方二して壱ケノリニ三拾弐匁七分七厘宛、１↑七ケ年分合

拾賃六百拾七匁四分八厘

但、明細諜者別紙貨銭帳且書抜帳二有之候

ここには「町用銭」のことを「根元日貰銭」とある。毎日住民から少しずつ集めるという考え方で

徴収したものであることが記されている。その金額はiii（家屋敷）ごとに負担能力に応じて、１ケ月

に14文・３０文・６０文・120文・’50文という５段階を設定しており、西唐人町全体では１ケ月に32匁７

分７厘を徴収したとある。

５段階がどういう基準で設定されているのか、これに|１０しては「明細書者別紙貫銭帳且書抜帳二有
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之候」でlﾘ]らかになるであろうが、現ｲl;では見ることができない.しかし諸入用の徴収と何じょうに、

｢llil:帳」の記ilikにもとづいて間|｣をｌＭＣｉｉ１Ｉｕ,Lf(kとして、５段階が設定されていたものとみてlMj逆いない

であろう。したがって、零細な住民からは銭14文であるのに対して、１;｢裕屑はその10倍の金額を徴収

している。つまり「Ｊ)|)銭」も定式人111.不時入用と|i１じょうに間口が賦課雅準であるが、経済力の

ある者がより多くの金額を負担するように設定されている。その結果、1ケ)jに銭32匁７分７厘の徴

収は、ｌｲＩ１ｌＩＩＩにすると銭393匁２分41111で、２７年後の犬保14ｲド（1843）までに銭10賞617匁４分８厘が

徴収されていることになる。四唐人lHJではこうした資金を保ｲｊ
表３「丁用銭」の保有高

するようになったことで、不時入用が割賦されてもTmHは住民

から洲11)1}を徴収しなくても「丁月]銭」で処Jll1できるようにな

る。

こうして文化１４年から熊本惣町会所の「会所入目銭」の徴収

が始まるとともに「]・用銭」の徴収を独自に始めたIIlili1f人町で

あったが、天保14年の後も徴収は続いておI)、丁のlMiM1を確立

０．１００（］

8－６．６

ＤＬＣ

０．５０．０．Ｃ

きせいることが表３によって明らかとなる。文久４年（1864）「町１１１銭控帳」より作成

になると銭20貨目余を係イルており、雑木の混乱期にも減るこ

とがなく、むしろその保有額は増えている。つまI)Ｊが財源を確立させると、「丁入用」は城下町財

政の堆盤となり、城下町の財政システムは変化することとなる。

３．２財政システムによる自律的な町運営の展開

「J1n銭」の徴収によって丁が資金を保有するようになると、その会計はどのように変化するので

あろうか。これについては111i唐人町の丁頭が記録していた文||}簿である「諸買物控」を)Ⅱいて検討す

る。表４はそのうち安政６年の内容を艦理したものである。表には①と②の区別があるが、これは史

料の記戦のままである。文Ⅱ|月日．金額．'二l的についても史料通りに記入した。そして岐後にこれら

の各項目が熊本城下町の財政システム「惣町入用」「懸人用」「丁入用」のどれに相当するのかを書き

加えた。すると以下のことが判明する。

（｡)のうち「惣町入１１１」に当てはまるものとして、ｲﾘﾄ津野氏への樽代というのは、熊本城下町の建設

に功紙のあった伊津野氏が近世中期以降困ji)）していたことで、町人一ltlからの支援金である。この他

に大慈寺)11施餓鬼の寄付金や、藩から協力を求められた鉄砲試打ちの陥硝代、熊本の氏神である藤崎

宮祭礼入L|・その御幣緋い饗用、両座銀・Illli銀の臨時ｉｌＩｌ賦がある。次に「懸入用」であるが、これは

懸の業務に使用する洲１１１１]である。影踏や藩主一族が''１掛ける際にその世話をするため懸ごとに出夫

する荷役への賃金や、ilIi古町懸の別当ilj原常太郎が惣１１行司を務めた際に支払う懸の職貝への墹給な

どがこれにあたる。以｣二のものが「jlll銭」から支払われた「不時入11]」である.このほかに丁ごと

に行なわれる町用銭の騰森、見図帳iilMベの際の諸費)|]や、illili1i人町が〃Ⅱわる識の掛け金、町筋の灯明

の蝋燭代などという、i唐人lIlJ独自の文１１}があるが、これらは「丁入用」である。以上のように①には

｢惣町入)1]」「懸入用」「丁入ｊｉ１」への文ｌｌ１がまとめて記戟されている。

次に②についてみる。「惣町入用」に当てはまるものとして、祇園社のilll小屋の修復１１用などや藩

から求められた浦賀御手伝いや関東川筋御普請の上納銭、新宮寺の御神酒代がある。②には「懸入

用」に当てはまるものはないが、町内の雑片i１１２入目という「「入用」でがある。これらが①と異なる

点は金額が多いことであり、支出年限が限定されていることである。つまり②は,①と異なる「特別入

貫．匁．分．厘

文久４年

慶応元年

〃２{|：

'３年

"4年

Iﾘ]拾２年

へ
ｊ
〈
０
く
り
一
０
〈
Ｕ

０
４
６
０
０

●
●
’
●
■
●

０
５
８
１
０

０
１
【
Ｉ
０
－
０

１
２

●
■

■
Ｃ
Ｏ

０
１
５
７
０

２
２
２
２
３
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表４支出の内訳（安政６年分）用」であるため、記載が区別さ

れている、ということになる。

このようにすべての支出が同

じ帳簿に記載されている。それ

は西唐人町では「丁用銭」の徴

収によりその財源を一本化して、

｢惣町入用」「懸入用」として割

賦される不時入用と、丁の運営

において必要となる「丁入用」

を支出するようにしていたから

である。

西唐人町のように独自に会計

を確立させる丁が出現すると、

藩ではこうしたやり方を城下町

全域に奨励しており、「丁用銭」

が他の丁でも始まっている様子

が次の史料で判明する。

（前略）右之内より間懸寸

志銭を始、町用之諸出銭一

切取計、差引残当時拾三貸

四百五拾月余有之候を、猶

殖方取計居候由、右二付而

ハ町内一統之耳二相成、至

極弁利を得候由、右貫立ハ

初発十ケ年斗ハ手人を以段

日貨立、手前ニおゐてハ不

勘定二候得共lWU厭不申取計

候由、－稜之功績二而、他

町二類も無之様子二相聞候

（以下略）

これは文政13年（1829）から

嘉永４年（1851）まで22年間、

西唐人町の丁頭をつとめて「丁，

｢諸買物控」より作成

西唐人町の丁頭をつとめて「丁)i1銭」を始めたiiIi永久左衛門の褒章に関する藩の記録の一部である'１１。

西唐人町では藩が求める協力金、「間懸寸志銭」を始め、惣町・懸から割賦される「諸出銀」をすべ

て「丁用銭」から支出しても、なお銭13貨450匁余を現有していたこと、そして西唐人町の取り組み

が「町内一統之耳ニ相成、至極弁利を得候」と町中の各丁で採用されていたことが記されている。

以上のように近世後期には、それまで諸入用の徴収単位であった丁が、独自に資金を徴収するよう

になって「丁入用」が確立している。すなわち個別の町が財源を確保して城下町の財政を支えること

①「不時入用」

正.１３

正.1６

正.１７

正.２６

２．７

２．２５

５．１１

２．－

５．４

８．２

８．３

７．－

７．－

８．１５

〃

８．１７

8.29

10.15

10.20

10.21

〃

lＬ２９

未記入
〃

厘
５

、
、

、
、
、

、
、
、

、
、
、

、
、

分
５
４
５
５
１
３

１
５

９
３
８

４
２

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

匁
血
”
１
ｕ
２
５
旧
羽
ｕ
ｎ
５
２
６
型
１
４
２
列
肥
Ⅲ
２
８
証
５

影踏の節（鳶役へ）

UI｢Ⅱ１銭しらべの入[Ｉ

(鯛・鋼のわた・姥貝・酒）

御連枝様お出掛け（鯨役へ）

(Ｊ１津野氏への樽代（町人一同より）

浩殿様紙Mil社社参（鳶役へ）

蝋燭１斤

醗摩様沢厭''二宿で本番所鳶役への酒代

見図帳３冊捕え入[１（物普へ）

(iiｻﾞ長１束半・合紙３枚・鎚代）

兇lHl帳調べの入目（酒代）

裂龍水突方の番（荷役へ酒代）

蝋燭１斤

大慈寺)||施餓鬼

lili硝１斤

(鉄砲試打で熊本町割賦）

藤崎宮祭礼入目

(鉾持賃・御神酒・短冊代）

御幣繕賃

御法琲l棚繕、持夫tＹ

御連枝様お出掛け（鳶役へ）

殿様祭の御神酒代

jhlX美須調ｌＩ立不足分

蝋燭２斤

御法事の御Ⅱ]持夫賀

惣)]行司夫賃（市原常太郎へ）

両座銀・Ilii銀割賦

蝋燭1斤

懸入用

丁入用

懸入用

惣町入用

懸入用

懸入用

懸入用

丁入用

丁入用

懸入用

丁入用

惣町入用

惣町入用

惣町入用

惣町入用

懸入用

懸入用

惣町入用

丁入用

丁入用

懸入用

懸入１N

惣町入用

丁入用

小計 317匁1分９厘

②)「特別入用」

〃
応
１

７
０
ワ
ィ
（
ｕ
〉
１
２

１
１

３１

●

２１

４
３

、
、
、

、

９
９
８

９

℃
、
、
、
、
、

２１５

８
７
８
８
１
１

００１

８
２

０
７

２

ｉｉｉ１１小屋修復手入

町内幕片張入目

iili賀御手伝上納銭

新宮社御神酒代

祇圃社幡新規出来入目

１１１筋上納分

惣町入用

丁入用

惣町入用

惣町入用

惣町入用

惣町入用

小 ;↑ l賃270匁５分７厘

①,＋② l賃587匁７分６厘
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ができるようになって、重屑的な財政システムが完成している。こうした財政システムに支えられて、

城下町の町行政は実現した。

おわりに

本稿では熊本藩の熊本城下１１１Jを素材に、地子が免除されている城下町では、町行政をするための費

用をどのように捻11{しながら迎`断されていたのかを観点に、城下町の|け政システムについて検討して

きた。確認できた論点を艦理して、今後の課題に触れておくことにしたい。

本稿で取I)Ｉﾆげた熊本城下１１１｢には、「惣町（IHJ全体の運営組織）‐懸（['１間行政区域）‐丁（個別の

町)」という内部編成に対応する「惣町入用一懸入用一］･入11)」があり、これらの諸入用によって町

全体の財政が形成されていたが、こうした財政システムが完成するまでには以下のような経過があっ

た。諸藩の城下町は、大名が領域の政治・経済の中心とするために建設した都iljである。したがって

初期城下町の段階から領主と対応するために有力町人を中心とする「惣町」が形成されており、その

入用や町人が共同生活をするために必要とする費用を負担するという、未整備ながらもl剴主的な町の

会計があった。これをもとに城下町の財政システムは次の３段階を経て完成している。

第１段階は、行政符理機榊が成立した17世紀後期である。この時期に１１｢役人が勝と対応しながら町

の業務をするための人件ＩＨＩや諸経費など、町行政にかかる費用を町人が負担するようになって「懸入

用」が成立する。第２段階となる宝勝期には、藩政改革にともなって町役人の迎営力を強化するため

に、藩が徴収システムの整備をすると、諸人)|}を定式入)|ル不時入１１１に分けて徴収できるようになっ

ている。第３段階となる文化)01には、勝財政の窮乏により町役人が灘の町行政を肩代わりして広域的

に業務を展開するようになり「惣l1U・入)1)」が確立する。しかしこれにより町人の負担が増えたため、

諸費用の徴収ｉｉｉ位であったＴでは独1÷|にその財源を築いて「丁入H]」を確立させて対応するようにな

る。その結果、近世後ｊＵ１になると城下lllJの財政システムは、個別の町人111によって支えられるように

変化した。

城下町の財政システムが完成するまでには以上のような経過があった。明らかになったことの第一

は、城下町の諸入)１１は一貫して町人の自主管理下にあったということである。そして城下町の財政シ

ステムは町役人が業務をする111用を'１１心に整備が進んでいることから、城下町の財政システムは行政

システムと連動して進展しているということである。

つま}〕地子が免除されている城下町では、町行政に必要な諸MIl1l1を町人がすべて負担しており、城

下町の財政は１１１J人によって支えられていたのである。こうした財政システムをもとに、城下町では町

人が必要とする対策を町役人が企画して実現させることがnJ能となっている。ところで、本稿では取

り上げていない城下IHIの社会対策費はどのように捻l{}されていたのか、これにIＩＩしては本稿の結果を

もとに引き続き検討を血ねて、別稿を準備したいと考える。

注

l）熊本城下町では他子が免除された時１９１はIﾘ]らかでないが、城ﾄ11U・を処殺した力Ⅱ縢氏と代わって航主と

なった細川氏は、入'五1iil〔後に地ｒ・諸役を免除している（寛永１０年][)]五Ｉ１のＦ条々」ｒ滞法集７熊

本藩」193頁、、Ｉ文社、1966年)。

2）入月]鏡として、農村においては行政管理機構と対応して村をこえた「郡I'１入１１１‐組合付入用」があり
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(久留l;&浩了近世幕領の行政と組合村｣、来京大学１１１版会、2002年)、都市においても「惣町入用一組

町人ノル個別ＩＨＩ入用」いう重層榊造があることが指摘されている（安藤正人「近世甲府の都市櫛造と

役負jI1」『史料館研究紀婆よ１３号、1981年)、

｢井田桁義」（３，７，３６)。寛文３年７月に個別のlHJには］~蚊を一人慨<と決め、丁が町行政の基礎

単位となる。本稿で特に断らないものは水11i文庫蔵「細川家文齊」による。

承応元年ごろから中間行政区域の艘備が始まる（lMil可)。寛文12年３１]には懸が中間行政区域として

機能している（｢神雑｣)。

熊本市立五福小学校蔵ｉｉ１ｉ水家文脊（仮題）「西唐人町丁頭記録｣。

渡辺家文習:「諾刀覚｣。

享保７年１０月の記録に「惣月行司、物書雑功従往古銀四拾|］日と控有之候」（｢惣月行事記録抜脊」

｢熊本洲町政史料一」３０頁、紬111藩政史研究会、1985年）とある。

｢新座能方|日記｣、「草稿本」所収。祇園社は「祇園宮舞楽座後年能大夫相成候['1来書抜」（｢藻塩草」

熊本県立図書飾蔵）にある。

｢御奉行所局々llX計之規律大綱」（９，１８，２８)。

前掲「熊本藩町政史料一と４頁。

前同31頁。

｢万差紙之覚」（１４，１４，３７)、寛永14年の項。

前掲「熊本藩町政史料一」156頁。

前掲「御奉行所月々取計之規律大綱｣。

前掲（｢熊本藩町政史料一と503頁)。

熊本市立五福小学校蔵ｉｉ１ｉ水家文1'１:「西唐人'１１J見図帳｣。

天保13年「町在」（９，２３，６）、隈府屋先祖陳情三郎に関する内容。

｢格式帳」（１０，６，２８)。

｢御条[|之控」（１０，５，４３)。

前掲了熊本藩町政史料一」９９～102頁。宝臓２年７月26日に別当を奉行所に染めて、熊本町奉行を廃

止して新体制となることを伝えている。

｢Tli｢丼式稿」（鎌|H浩「熊本藩の法と政治」602頁、、１１文社、1998年)。

前掲「熊本藩町政史料一ｊ１１１頁、宝暦２年９月の項。

前同'13頁。９)]には「１１}力難渋二および、妨二ljjli候ものも有之由（中略）吟味之上急度可被仰付旨

御達ｲ丁之」と負机しない'11J人を吟味して、徴収の徹底を図ろ。

掃除夫ＴＩ・惣月行司入[|・高麗lmIIﾘ]'111番人脈賃銭にⅡQしては、すべてiiii同'１３頁より。

前同'25頁。

前同122頁。

前同'56頁。

前同'55頁。

前同166頁。

前同503頁。この間、天Iﾘ１８年３)]から７１１にかけては、町IlIの絵図の引き直しをする別当を決めて、

町屋敷の実測が行なわれている。

前同532頁。

前同362頁。

前掲「熊本藩町政史料二」９４頁、４月の項。
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｢市政雑式草普乾」（ＩＭＩ褐『熊本藩の法と政治ｊ636頁)。

熊本惣111J会所が|刑設される前年文化３年から、藩の流通統制策として津口・湊口からの他国商品の送

証文は懸ごとに別当がまとめてlllj・方部局に提ｌｌＬ、城下商人が負担する迎上銀も別当がまとめて藩に

納めるように、業務内容が兇直きれる（前掲『熊本端町政史料二」268頁)。

前同273頁。

前掲「御奉行所局々収iil･之規律大綱｣。

前掲『熊本)WIll]､政史料二」454頁。

前同485頁。

iii同490頁、文化14年６月27121の項に以下の記戦がある。

寛永-1-年之比

一、’１１J之役悉御ゆるし之斗ト

ー、御法庇町々五ケ条之斗F

右之逝之儀、各家に被持伝候１１ﾄﾞ付歎、又は家々之記録杯二1m｢之役とハ何々御法度之ケ条とハ何々と【|;Ｉ

儀相分り居候儀ハ無之哉、惣体寛永之ころ右様之御沙汰筋各方家二伝I)有之を見合二相成候儀有之候

ＩＩｊｊ、皆共迄被相知度候、尤有無ともに一卜懸り限I〕F1|:１１]を以来HI1n可被相逮候、以上

六月11．七|］町方根取UII

lHJへの法度「派ケ条」の１条が、注］）の内容。

｢町在」（９．２４．８)、猟永６年の項。
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Residents of the castle town and the financial

Matsuzaki Noriko

On the rule of feudal lord in edo period, the land tax is infrastructure of the shogunate system.and the

got the burden. However,in the castle town, residents is exempt the land tax. Therefore, after the

administrative management mechanism, residents prepared the costs for administration. The

administrative management mechanism start, residents had the operating expenses by themselves.

After the administrative management mechanism, residents also pay administrative costs.

An increase in administrative costs but does not change the system in the castle town. R esidents

consider the measures themselves, continue to bear the expense. The financial system in the castle

town had been supported by residents. Thus, the administration must realize for residents.




